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令和２年３月豊橋市議会定例会 

 

 

 

 

○ 提出事件 

 

 予 算 案   １４ 件 （うち補正４件） 

 

      条 例 案   １８ 件 

 

単 行 案   １０ 件 （うち人事案１件） 

 

      報  告    ４ 件 

 

以  上   ４６ 件 
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３月市議会定例会議案概要説明書 

 

〔 条 例 案 〕        

 

議案第１５号   豊橋市職員定数条例の一部を改正する条例 

（人事課） 

職員定数の適正化を図るため、現行条例の一部を改正するもの 

 

区  分 改正後 改正前 増減 

市長の事務部局の職員 ２，９２０人 ２，８４９人 ７１人 

水道事業及び下水道事業管理者

の事務部局の職員 
１８０人 １７９人 １人 

監査委員の事務部局の職員 ８人 ９人 ▲１人 

教育委員会の事務部局等の職員 ２０８人 ２０１人 ７人 

    

職員定数 ３，６９４人 ３，６１６人 ７８人 

 

（令和２年４月１日から施行） 

 

 

議案第１６号   豊橋市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例 

（行政課） 

地方自治法の一部改正（平成２９年法律第５４号。平成２９年６月９日公布）等に伴

い、市長、職員等の市に対する損害を賠償する責任の一部の免責について定めるため、

新たに条例を制定するもの 

 

○ 市長、職員等の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過

失がない場合、賠償の限度額を基準給与年額に次の表のそれぞれの区分に応じた数を

乗じた金額とし、それを超える部分について免責とする。 

区  分 数 

市長 ６ 

副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員

会の委員又は監査委員 
４ 

公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査

委員会の委員、消防長又は水道事業及び下水道事業管理者 
２ 

上記以外の市職員 １ 

 

（令和２年４月１日から施行） 
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議案第１７号   豊橋市市税条例の一部を改正する条例 

（市民税課） 

地方税法に基づいて法定の目的税である入湯税を徴するに当たり、その納税義務者、

税率等について条例で定める必要があるため、現行条例の一部を改正するもの 

 

１ 入湯税 

（１）入湯税の創設 

入湯税について次のように定める。 

ア 納税義務者は、鉱泉浴場に入湯した入湯客とする。 

イ 次に掲げる者に対しては、入湯税を免除する。 

（ア）年齢１２歳未満の者 

（イ）共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者 

（ウ）住民の福祉又は健康の増進を図るために市等が設置する施設における浴場

に入湯する者 

（エ）学校教育の一環として行われる行事に参加する場合において入湯する者  

ウ 税率は、入湯客１人１日について、１５０円とする。 

エ 徴収は、特別徴収の方法とする。 

オ 特別徴収義務者は鉱泉浴場の経営者とし、毎月１５日までに、前月１日から

同月末日までに徴収すべき入湯税に係る必要事項を記載した納入申告書を市長

に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。 

カ 特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載し、

その帳簿をその記載の日から１年間保存しなければならない。 

キ カの帳簿に記載すべき事項について正当な理由がなくて記載をせず、若しく

は虚偽の記載をした場合又は保存すべき帳簿を１年間保存しなかった場合は、

特別徴収義務者に対し、５万円以下の過料を科する。 

 

（令和２年６月１日から施行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

議案第１８号   豊橋市手数料条例の一部を改正する条例 

（市民課・建築指導課・財政課） 

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営

の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する

法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第１６号。令和元年５月３１日公布）によ

る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改

正及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部改正（経済産業省令・国土

交通省令第３号。令和元年１１月７日公布）等に伴い、手数料について所要の改正をす

るため、現行条例の一部を改正するもの 

 

１ 通知カード再交付手数料 

（１）通知カードが廃止されることに伴い、通知カード再交付手数料を削除する。 

 

２ 低炭素建築物新築等計画認定及び変更認定並びに建築物エネルギー消費性能向上計

画認定及び変更認定の申請手数料 

（１）共同住宅における一次エネルギー消費量の算出について、共用部分を計算しな

い評価方法が加えられたのに伴い、共用部分の計算がある場合のみ手数料を加算

することを明確化する。 

 

３ 建築物エネルギー消費性能基準適合認定の申請手数料 

（１）一戸建ての住宅及び共同住宅の外皮性能及び一次エネルギー消費量の算出につ

いて、固定値を用いた簡易な評価方法が加えられたのに伴い、従来の手数料に係

る事務に当該評価方法による基準に係るものを加える。 

（２）２（１）と同様に明確化する。 

 

（令和２年４月１日から施行。ただし、１は情報通信技術の活用による行政手続等

に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行

政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律

（令和元年法律第16号）附則第１条第６号に掲げる規定の施行の日又は公布の日

のいずれか遅い日から施行） 
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議案第１９号   豊橋市市費負担教員の給与等に関する条例 

（教育政策課・学校教育課） 

 地方公務員法、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の

規定に基づき、豊橋市立の小学校において、イマージョン教育を行う教員の給与等に関

する事項について規定するため、新たに条例を制定するもの 

 

１ 市費負担教員に関する給与等 

（１）給与 

給料及び教職調

整額 

給料表に基づく給料月額に教職調整額（当該月額の１００

分の４に相当する額）を加えた額を支給する。 

特殊勤務手当 

著しく特殊な勤務であって、その特殊性を給料で考慮する

ことが適当でないものとして規則で定める勤務に従事した

場合に、特殊勤務手当として日額１６，０００円を超えな

い範囲内で規則で定める額を教員特殊業務手当を支給す

る。 

義務教育等教員

特別手当 

職務の級及び号給の別に応じて、月額８，０００円を超え

ない範囲内で規則で定める額を支給する。 

その他 

上記のほか、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、

単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当について

は、豊橋市職員給与条例等に基づき支給する。 

 

（２）時間外勤務 

   時間外勤務を命ずる場合は、臨時又は緊急にやむを得ない必要があって政令で定

める業務に従事するときに限るものとする。 

 

（３）給与条例等の適用関係 

   県費負担教職員との権衡上必要と認められる限度において、豊橋市職員給与条例

等の規定の適用について必要な調整を行うことができる。 

 

（令和２年４月１日から施行） 
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議案第２０号   豊橋市民館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

（生涯学習課） 

 吉田方地区市民館の改修に伴い、館内の室名を変更するため、現行条例の一部を改正

するもの 

 

○室名の変更 

改正後  改正前  
第１多目的室  第１和室  
第２多目的室  第２和室  

 

  （令和２年４月５日から施行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第２１号   豊橋市少年愛護センター設置及び管理に関する条例を廃止する条例 

（こども未来政策課） 

 少年愛護センターの機能をこども若者総合相談支援センターに移転することに伴い、

現行条例を廃止するもの  
 

（令和２年４月１日から施行） 
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議案第２２号   穂の国とよはし芸術劇場条例の一部を改正する条例 

（「文化のまち」づくり課） 

穂の国とよはし芸術劇場の利用料金の額の適正化を図るため、現行条例の一部を改正

するもの 

 

○利用料金の限度額を変更する部屋等 

時間 
 
 
区分 

午前 午後 夜間 全日 

午前９時か
ら正午まで 

午後１時か
ら午後５時
まで 

午後６時か
ら午後10時
まで 

午前９時か
ら午後10時
まで 

主ホール
等 

主ホー
ル 

平日 

円 

27,900   
【23,100】 

円 

41,300  
【34,200】 

円 

53,900  
【44,600】 

円 

123,100  
【101,900】 

日曜日、土
曜日及び
休日 

37,300  
【30,800】 

53,600  
【44,600】 

68,400  
【54,800】 

159,300  
【130,200】 

楽屋Ａ101 
400  

<変更なし> 
600  

【500】 
600  

【500】 
1,600  

【1,400】 

楽屋Ａ102、Ａ103、
Ａ104、Ａ105 

400  
<変更なし> 

700  
【600】 

700  
【600】 

1,800  
【1,600】 

楽屋Ａ201、Ａ202、
Ａ203 

1,300  
【1,100】 

1,800  
【1,500】 

1,800  
【1,500】 

4,900  
【4,100】 

アートス
ペース等 

アート
スペー
ス 

平日 
8,300  

【6,900】 
12,500  

【10,400】 
15,400  

【12,800】 
36,200  

【30,100】 

日曜日、土
曜日及び
休日 

12,400  
【8,700】 

18,700  
【12,800】 

22,600  
【15,100】 

53,700  
【36,600】 

楽屋Ｂ202 
600  

【500】 
800  

【700】 
800  

【700】 
2,200  

【1,900】 

創造活動室Ａ 
5,500  

【4,600】 
8,500  

【7,100】 
9,500  

【7,900】 
23,500  

【19,600】 

創造活動室Ｂ 
2,700  

【2,300】 
4,200  

【3,500】 
4,700  

【3,900】 
11,600  

【9,700】 

創造活動室Ｃ、Ｄ 
1,300  

【1,100】 
2,000  

【1,700】 
2,200  

【1,900】 
5,500  

【4,700】 

創造活動室Ｅ、Ｆ、
Ｇ 

平日 
１時間につき600円【500円】 
（午後６時から午後10時までは、１時間につき1,200
円【1,000円】） 

日曜日、土
曜日及び
休日 

１時間につき1,200円【1,000円】 

研修室（大） 
2,500  

【2,100】 
3,300  

【2,800】 
3,300  

【2,800】 
9,100  

【7,700】 

研修室（小） 
1,600  

【1,400】 
2,200  

【1,900】 
2,200  

【1,900】 
6,000  

【5,200】 

共用スペースの占用利用 １㎡当たり１時間につき９円【８円】 

【 】内は現行 

（令和３年４月１日から施行） 
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議案第２３号   豊橋市児童福祉法施行条例の一部を改正する条例 

（こども家庭課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律（令和元年法律第２６号。令和元年６月７日公布）により、児童福祉法の一部

が改正されたこと等に伴い、放課後児童支援員の資格要件について規定するため、現行

条例の一部を改正するもの 

 

○ 放課後児童支援員の資格要件について、省令による従うべき基準の参酌化及び経過

措置の終了に伴い、省令に規定する研修を修了していない者であっても、速やかに修

了予定であれば放課後児童支援員とみなす規定を加えるもの 

 

（令和２年４月１日から施行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第２４号   豊橋市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

（こども家庭課） 

子ども医療費の助成対象者の範囲を拡大するため、現行条例の一部を改正するもの 

 

○入院に係る助成対象者の範囲の拡大 

改正後 改正前 

１８歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にある者 

１５歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にある者 

（中学校３年生まで） 

  ※ 通院に係る助成対象者の範囲は変更なし（中学校３年生まで） 

 

（令和２年１０月１日から施行） 
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議案第２５号   豊橋市旅館業法施行条例及び豊橋市公衆浴場法施行条例の一部を改

正する条例 

（生活衛生課） 

 公衆浴場における衛生等管理要領等について（厚生労働省通知）が改正されたことに

準じて、衛生措置等の基準を変更するため、現行条例の一部を改正するもの 

 

１ 豊橋市旅館業法施行条例の一部改正 

（１）浴槽水の遊離残留塩素濃度の基準を改める。 

改正後 改正前 

通常１リットルにつき0.4ミリグラ

ム程度 

１リットルにつき0.2ミリグラム以

上 

 

２ 豊橋市公衆浴場法施行条例の一部改正 

（１）浴槽水の遊離残留塩素濃度の基準を１（１）と同様に改める。 

（２）浴槽水の水質基準項目に、有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）を加え、その

基準を１リットルにつき８ミリグラムを超えないこととする。 

 

（令和２年７月１日から施行。ただし、２（２）は、同年４月１日から施行） 

 

 

 

 

 

議案第２６号   豊橋市食品衛生条例の一部を改正する条例 

（生活衛生課） 

食品衛生法の一部改正（平成３０年法律第４６号。平成３０年６月１３日公布）等に

伴い、公衆衛生上講ずべき措置の基準に係る規定を削除するため、現行条例の一部を改

正するもの 

 

○ ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生管理の法制度化に伴い、１年間の経過措置を

規定した上で公衆衛生上講ずべき措置の基準について定める規定を削除するもの 

 

（令和２年６月１日から施行） 
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議案第２７号   豊橋市産業廃棄物処理施設及び汚染土壌処理施設の設置に係る紛争

の予防及び調整に関する条例の一部を改正する条例 

（環境保全課・廃棄物対策課） 

汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令（平成３１年環境省令第４号。平

成３１年１月２８日公布）の施行に伴い、規定の整備をするため、現行条例の一部を改

正するもの 

 

○ 産業廃棄物処理施設等の設置に係る事業計画書に記載する事項について、自然由来

等土壌利用施設に係るものを明記するもの 

 

（公布の日から施行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第２８号   豊橋市病院事業の設置等に関する条例及び豊橋市水道事業及び下水

道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

（市民病院管理課・上下水道局総務課） 

地方自治法の一部改正（平成２９年法律第５４号。平成２９年６月９日公布）により、

条例で引用する法の条が繰り下げられたことに伴い、規定の整備をするため、現行条例

の一部を改正するもの 

 

（令和２年４月１日から施行） 
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議案第２９号   豊橋市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例 

（国保年金課） 

国民健康保険財政の健全な運営及び国民健康保険税の負担の適正化を図るため、現行

条例の一部を改正するもの 

 

１ 税率の改定 

区   分 
税        率 

改 正 後 改 正 前 

基
礎
課
税
額 

所 得 割 額 
基礎控除後の総所得金額等の 

１００分の６．４８ 

基礎控除後の総所得金額等の 

１００分の６．５２ 

被保険者均等割額 
被保険者１人について 

１８，８００円 

被保険者１人について 

１８，２００円 

世 帯 別 平 等 割 額 

（ ）内上段は、特定世帯 

下段は、特定継続世帯 

１世帯について 

 ２８，２００円  

  （１４，１００円） 

  （２１，１５０円） 

１世帯について 

 ３０，３００円  

  （１５，１５０円） 

  （２２，７２５円） 

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額 

所 得 割 額 
基礎控除後の総所得金額等の 

１００分の２．４４ 

基礎控除後の総所得金額等の 

１００分の２．４９ 

被保険者均等割額 
被保険者１人について 

   ６，８００円 

被保険者１人について 

   ６，７００円 

世 帯 別 平 等 割 額 

（ ）内上段は、特定世帯 

下段は、特定継続世帯 

１世帯について 

 １０，１００円  

  （５，０５０円） 

 （７，５７５円） 

１世帯について 

 １１，０００円  

  （５，５００円） 

 （８，２５０円） 

介
護
納
付
金
課
税
額 

所 得 割 額 
基礎控除後の総所得金額等の 

１００分の２．１４ 

基礎控除後の総所得金額等の 

１００分の１．８９ 

被保険者均等割額 
被保険者１人について 

    ７，９００円 

被保険者１人について 

    ７，０００円 

世 帯 別 平 等 割 額 
１世帯について 

    ８，４００円 

１世帯について 

    ８，２００円 

※ 特定同一世帯所属者（国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行後、継続して

同じ世帯に属する者）が属する世帯で国民健康保険の加入者が１人のみである世帯

のうち、１年目から５年間を特定世帯といい、基礎課税額及び後期高齢者支援金等

課税額の世帯別平等割額の２分の１が減額され、６年目から３年間を特定継続世帯

といい、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額の４分の１が

減額される。 
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２ 国民健康保険税の軽減金額の改定 
 

軽減割合 

軽     減     額 

基礎課税額 
後期高齢者 

支援金等課税額 
介護納付金課税額 

被保険者

均等割額 

被保険者

１人につ

いて 

世帯別平等

割額 

１世帯につ

いて 

( )内上段は

特定世帯、

下段は特定

継続世帯 

被保険者

均等割額 

被保険者

１人につ

いて 

世帯別平等

割額 

１世帯につ

いて 

( )内上段は

特定世帯、

下段は特定

継続世帯 

被保険者

均等割額 

被保険者

１人につ

いて 

世帯別平

等割額 

１世帯に

ついて 

７ 

割 

改正後 13,160円 

19,740円  

(9,870円)

 (14,805円)

4,760円 

7,070円 

(3,535円)

(5,303円)

5,530円 5,880円 

改正前 12,740円 

21,210円  

(10,605円)

 (15,908円)

4,690円 

7,700円 

(3,850円)

(5,775円)

4,900円 5,740円 

５ 

割 

改正後 9,400円 

14,100円 

(7,050円)

(10,575円)

3,400円 

5,050円 

(2,525円)

(3,788円)

3,950円 4,200円 

改正前 9,100円 

15,150円  

(7,575円)

(11,363円)

3,350円 

5,500円 

(2,750円)

(4,125円)

3,500円 4,100円 

２ 

割 

改正後 3,760円 

5,640円 

(2,820円)

(4,230円)

1,360円 

2,020円 

(1,010円)

(1,515円)

1,580円 1,680円 

改正前 3,640円 

6,060円 

(3,030円)

(4,545円)

1,340円 

2,200円 

(1,100円)

(1,650円)

1,400円 1,640円 

 

３ 適用時期 

  令和２年度分の国民健康保険税から適用 
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議案第３０号   豊橋市営住宅条例の一部を改正する条例 

（住宅課） 

民法の一部改正（平成２９年法律第４４号。平成２９年６月２日公布）に伴い、敷金

を滞納家賃等の弁済に充てることを明確化する等、所要の改正をするため、現行条例の

一部を改正するもの 

 

１ 敷金 

入居者が家賃等を支払わない場合、敷金を滞納した家賃等の弁済に充てることがで

きることを明確化する。 

 

２ 法定利率 

住宅及び駐車場の明渡しに伴う金銭の利息に係る利率を「年５分の割合」から「法

定利率」へ変更する。 

 

３ その他 

  修繕費用の負担及び入居者の費用負担について、規定の整備をする。 

 

（令和２年４月１日から施行） 
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議案第３１号   東三河都市計画事業豊橋牟呂坂津土地区画整理事業施行に関する条

例の一部を改正する条例 

（区画整理課） 

民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成３０年政令第１８３

号。平成３０年６月６日公布）により、土地区画整理法施行令の一部が改正されたこと

に伴い、清算金及び仮清算金の分割徴収又は分割交付に係る利子の利率について、所要

の改正をするため、現行条例の一部を改正するもの 

 

○清算金の分割徴収又は分割交付に係る利子の利率 

区分 改正後 改正前 

分割徴収 

換地処分の公告があった日の

翌日における法定利率以内で

市長が別に定める率 

年３パーセント 

分割交付 
換地処分の公告があった日の

翌日における法定利率 
年６パーセント 

  ※ 仮清算金については、清算金の規定を準用する。 

 

（令和２年４月１日から施行） 

 

 

 

議案第３２号   豊橋市消防団条例の一部を改正する条例 

（消防本部総務課） 

 消防団員の定員を改正するため、現行条例の一部を改正するもの  
 

１ 消防団員（基本団員及び機能別団員）の定員 

改正後 改正前 増 減 

１，２４８人 １，２５９人 ▲１１人 

 

２ 機能別団員の増員 

  災害対応のみに従事する団員である機能別団員を４７人から５１人に増員する。 

 

（令和２年４月１日から施行） 
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〔 単 行 案 〕 

 

議案第３３号   市道の路線廃止について 

         （石巻本町１１５号線以下６２路線） 

（土木管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第３４号   市道の路線認定について 

         （石巻本町５１１号線以下６２路線） 

（土木管理課） 
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議案第３５号   工事請負契約締結について 

（契約検査課・教育政策課） 

１ 工 事 名  玉川小学校南校舎大規模改造工事（長寿命化） 

２ 工 事 内 容  ・鉄筋コンクリート造３階建 

          延べ床面積 ２，２５０㎡（改修部分） 

区分 室 名 

１階 
校長室、職員室、保健室、コンピュータ室、放送室、印刷室、

用務員室、更衣室（２）、倉庫（２）、配膳室、便所 

２階 
普通教室（３）、図工室、図工準備室、教材室、配膳室、便

所 

３階 
普通教室（２）、児童会室、音楽室、音楽準備室、特活室、

配膳室、便所 

         ・内部改修 一式 

         ・外部改修 一式 

３ 落札年月日  令和２年１月２０日 

４ 契 約 価 格  ２３０，８９０，０００円 

 （予 定 価 格  ２３１，０３３，０００円） 

  落 札 率  ９９．９％ 

５ 請 負 人  丸昇彦坂建設（株） 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（総合評価落札方式）（応札２社） 

 

議案第３６号   工事請負契約締結について 

（契約検査課・教育政策課） 

１ 工 事 名  谷川小学校北校舎大規模改造工事（長寿命化） 

２ 工 事 内 容  ・鉄筋コンクリート造２階建 

          延べ床面積 １，３８０㎡（改修部分） 

区分 室 名 

１階 
普通教室（４）、理科室、理科準備室、更衣室、倉庫、配膳

室、便所 

２階 普通教室（３）、音楽室、コンピュータ室、配膳室、便所 

         ・内部改修 一式 

         ・外部改修 一式 

３ 落札年月日  令和元年１２月２０日 

４ 契 約 価 格  １７１，６００，０００円 

 （予 定 価 格  １７６，０７７，０００円） 

  落 札 率  ９７．５％ 

５ 請 負 人  井口土建（株） 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（総合評価落札方式）（応札２社） 
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議案第３７号   工事請負契約締結について 

（契約検査課・教育政策課） 

１ 工 事 名  豊南小学校北校舎大規模改造工事（長寿命化） 

２ 工 事 内 容  ・鉄筋コンクリート造一部補強コンクリートブロック造２階建 

          延べ床面積 １，４５６㎡（改修部分） 

区分 室 名 

１階 
普通教室（３）、校長室、職員室、保健室、放送室、印刷室、

更衣室（２）、倉庫、便所（２） 

２階 普通教室（４）、図書室、コンピュータ室、便所 

         ・内部改修 一式 

         ・外部改修 一式 

３ 落札年月日  令和２年１月１７日 

４ 契 約 価 格  １４７，４００，０００円 

 （予 定 価 格  １５３，０１０，０００円） 

  落 札 率  ９６．３％ 

５ 請 負 人  （株）豊田組 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（総合評価落札方式）（応札２社） 

 

 

議案第３８号   工事請負契約締結について 

（契約検査課・教育政策課） 

１ 工 事 名  飯村小学校北校舎大規模改造工事 

２ 工 事 内 容  ・鉄筋コンクリート造３階建 

          延べ床面積 ２，２００㎡（改修部分） 

区分 室 名 

１階 
普通教室、会議室、理科室、理科準備室、教材室、更衣室、

配膳室、便所 

２階 
普通教室（３）、図工室、図工準備室、特活室、配膳室、便

所 

３階 普通教室（３）、音楽室、特活室、配膳室、便所 

         ・内部改修 一式 

         ・外部改修 一式 

３ 落札年月日  令和２年１月２７日 

４ 契 約 価 格  ２５７，４００，０００円 

 （予 定 価 格  ２５７，９１７，０００円） 

  落 札 率  ９９．８％ 

５ 請 負 人  （株）ニシ 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（総合評価落札方式）（応札２社） 
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議案第３９号   工事請負契約締結について 

（契約検査課・教育政策課） 

１ 工 事 名  二川南小学校北校舎大規模改造工事 

２ 工 事 内 容  ・鉄筋コンクリート造４階建 

          延べ床面積 ３，３４７㎡（改修部分） 

区分 室 名 

１階 
普通教室（４）、相談室、用務員室、休憩室（２）、湯沸室、倉庫、配膳室、便

所 

２階 
普通教室（５）、コンピュータ室、放送室、録音室、事務処理室、更衣室、配膳

室、便所 

３階 普通教室（３）、図書室、図書準備室、家庭科室、図工準備室、配膳室、便所 

４階 機械室、管理室、更衣室（２）、倉庫（２）、便所 

         ・内部改修 一式 

         ・外部改修 一式 

３ 落札年月日  令和２年１月２０日 

４ 契 約 価 格  ３７９，５００，０００円 

 （予 定 価 格  ３８０，５６７，０００円） 

  落 札 率  ９９．７％ 

５ 請 負 人  （株）オーテック 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（総合評価落札方式）（応札３社） 

 

議案第４０号   工事請負契約締結について 

（契約検査課・教育政策課） 

１ 工 事 名  本郷中学校北校舎大規模改造工事 

２ 工 事 内 容  ・鉄筋コンクリート造４階建 

          延べ床面積 １，４０６㎡（改修部分） 

区分 室 名 

１階 普通教室（２）、通級指導教室、適応教室、保健室 

２階 特活室（３）、教材室、更衣室 

３階 普通教室（２）、図書室、特活室、教材室 

４階 理科室（２）、理科準備室 

         ・内部改修 一式 

         ・外部改修 一式 

３ 落札年月日  令和２年１月２７日 

４ 契 約 価 格  １７０，５００，０００円 

 （予 定 価 格  １７３，３８２，０００円） 

  落 札 率  ９８．３％ 

５ 請 負 人  丸昇彦坂建設（株） 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（総合評価落札方式）（応札２社） 
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議案第４１号   包括外部監査契約の締結について 

（行政課） 

 地方自治法第２５２条の３６第１項の規定により、議会の議決を求めるもの 

 

１ 契 約 の 目 的  当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

２ 契 約 の 始 期  令和２年４月１日 

３ 契 約 の 金 額  １１，０００，０００円を上限とする額 

４ 契約の相手方  氏名 世 羅  徹（資格 公認会計士） 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第４２号   固定資産評価審査委員会委員の選任について 

（行政課） 

 固定資産評価審査委員会委員のうち２人が任期満了となるため、後任委員の選任につ

いて、地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求めるもの 

 

参 考  定数 ６人以内 

任期 ３年 

      任期満了となる委員 

氏  名 年 齢 任期満了日 備 考 

岩 瀨 省 三 ７０歳 令和２年３月２６日 現在１期目 

鈴 木 康 代 ４７歳 令和２年４月２７日 現在１期目 
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〔 報 告 〕 

 

報告第１号   専決処分の報告について 

（契約検査課・河川課・公園緑地課・消防本部総務課・道路建設課） 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の議決により、市長の専決処分事項

となっている変更契約等の締結について、同条第２項の規定により報告するもの 

 

１ 工事請負契約 

（１）ア 専決年月日   令和元年１２月１６日 

イ 変更する議決  平成３１年第４９号議決 

              工事請負契約締結について（水路改良工事（産業拠点形

成関連）３０） 

ウ 変更内容     

契約価格 

変更前 １５１，２００，０００円 

変更後 １４２，６５５，０４０円 

差引き ▲８，５４４，９６０円 

・残土運搬距離の変更等のため 

 

 

 

 

 

（２）ア 専決年月日   令和２年１月２８日 

イ 変更する議決  令和元年第４３号議決 

              工事請負契約締結について（豊橋総合スポーツ公園諸施

設築造工事４） 

ウ 変更内容     

契約価格 

変更前 ２６０，４８０，０００円 

変更後 ２６７，９７５，４００円 

差引き ７，４９５，４００円 

・路床置換工を追加する変更等のため 
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（３）ア 専決年月日   令和２年２月７日 

イ 変更する議決  平成３１年第５０号議決 

              工事請負契約締結について（中消防署前芝出張所移転新

築工事） 

ウ 変更内容     

契約価格 

変更前 ２４６，２４０，０００円 

変更後 ２４７，３９０，６００円 

差引き １，１５０，６００円 

・館名文字の仕様の変更等のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 工事委託協定 

（１）ア 専決年月日   令和２年２月１３日 

イ 変更する議決  平成３０年第５８号議決 

              工事委託協定締結について（小池１１号踏切における交

通安全施設整備事業に係る工事） 

ウ 変更内容     

委託金額 

変更前 １７５，７１３，６００円 

変更後 １６１，６８６，０００円 

差引き ▲１４，０２７，６００円 

・ 信号の仮設工の変更等のため 
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報告第２号   専決処分の報告について 

（債権管理課・住宅課） 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の議決により、市長の専決処分事項

となっている市営住宅の家賃等の支払及び明渡しに係る訴えの提起について、同条第２

項の規定により報告するもの 

 

１ 市営住宅の家賃等の支払 

専 決 年 月 日 令和元年１２月２７日  
事 件 の 概 要 

相手方１は、市からの再三にわたる支払の催告にもかかわらず、多額の

市営住宅の家賃、駐車場使用料及び修繕費用を滞納しているため、当該

滞納家賃等の支払を求める訴えを豊橋簡易裁判所へ提起したものであ

る。 

相手方２は、主債務者である相手方１が滞納した市営住宅の家賃等に係

る保証債務の履行を求める訴えを豊橋簡易裁判所へ提起したものであ

る。 

専決処分時の

滞 納 状 況 

滞納月数 １１月分（家賃）  
     １０月分（駐車場使用料）  

 

２ 市営住宅の家賃等の支払及び明渡し 

専決年月日及 

び明渡しを求 

める市営住宅 

１  令和２年１月２４日 

西部住宅 

２  令和２年１月３０日 

栄生住宅 

３  令和２年１月３０日 

東山住宅 

事 件 の 概 要 

１及び２の相手方は、市からの再三にわたる支払の催告にもかかわら

ず、多額の市営住宅の家賃を滞納しているため、市営住宅の明渡し並

びに滞納家賃、修繕費用及び賃貸借契約解除後の使用損害金の支払を

求める訴えを名古屋地方裁判所豊橋支部へ提起したものである。  

３の相手方は、市からの再三にわたる支払の催告にもかかわらず、多

額の市営住宅の家賃及び駐車場使用料を滞納しているため、市営住宅

の明渡し並びに滞納家賃、修繕費用、賃貸借契約解除後の使用損害金

及び滞納駐車場使用料の支払を求める訴えを名古屋地方裁判所豊橋支

部へ提起したものである。 

専決処分時の

滞 納 状 況 

滞納月数 ７月分～９月分（家賃） 

         ８月分（駐車場使用料）  
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報告第３号   専決処分の報告について 

 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の議決により、市長の専決処分事項

となっている１件１００万円以内の次の損害賠償について、同条第２項の規定により報

告するもの 

 

１（１）専 決 年 月 日   令和元年１２月２０日 

（２）損害賠償の額   ６６，０００円 

（３）事 故 の 概 況   令和元年９月９日午前９時５５分頃、豊橋市忠興二丁目地

内において、本市職員（財務部資産税課）の運転する軽乗

用自動車が、敷地内から道路に出るため左折したところ、

相手方所有のブロック塀に誤って接触し、損傷させたもの 

（豊橋市過失割合 １００％） 

 

 

 

２（１）専 決 年 月 日   令和元年１２月２４日 

（２）損害賠償の額   ２４２，０００円 

 （３）事 故 の 概 況   令和元年９月３日午前１０時２５分頃、豊橋市石巻平野町

字炭焼２番１０地内の駐車場において、本市職員（環境部

収集業務課）の運転するごみ収集車が停車中、サイドブレ

ーキの引き不足により前進し、相手方所有のフェンスに衝

突し、損傷させたもの 

（豊橋市過失割合 １００％） 

 

 

 

３（１）専 決 年 月 日   令和２年１月１４日 

（２）損害賠償の額   １４，５２０円 

（３）事 故 の 概 況   令和元年１１月５日午後２時３０分頃、豊橋市前芝町字西

地内において、本市職員（環境部廃棄物対策課）の運転す

る小型貨物自動車が後退して駐車しようとしたところ、相

手方所有の物置に誤って接触し、損傷させたもの 

（豊橋市過失割合 １００％） 

 

 



24 

報告第４号   債権放棄の報告について 

（債権管理課） 

 豊橋市債権管理条例第６条の規定により、次のとおり市の債権を放棄したので、同条

例第７条の規定により報告するもの 

 

１ 債権の内訳及び放棄事由 

所管課 債権の名称 人数（人） 金額（円） 
放棄事由 

（第６条該当号） 

こども発

達センター 

診 療 収 入 １ ３，１００ 消滅時効完成（２号） 

計 １ ３，１００  

住宅課 

住 宅 使 用 料 

２ １，５０６，７１６ 生活保護等（１号） 

１ ７，３８０ 消滅時効完成（２号） 

３ ４４３，４５３ 行方不明等（３号） 

使 用 損 害 金 ２ １，２８３，８９２ 生活保護等（１号） 

修 繕 料 ６ ５１４，０１０ 行方不明等（３号） 

計 １４ ３，７５５，４５１  

医事課 

入 院 収 益 

２０ ３，２４７，８２２ 生活保護等（１号） 

７ １９１，１３０ 消滅時効完成（２号） 

４７ ９，０００，８８６ 行方不明等（３号） 

３ ４３５，５４０ 破産等（４号） 

給 食 収 益 

２１ ２４４，０２０ 生活保護等（１号） 

５ １２，６５０ 消滅時効完成（２号） 

３６ ６２７，６００ 行方不明等（３号） 

２ ５１，５４０ 破産等（４号） 

外 来 収 益 

２６ １，３３７，７７０ 生活保護等（１号） 

５０ ３９５，１９０ 消滅時効完成（２号） 

６４ ２，５５６，４４０ 行方不明等（３号） 

３ ９４，７７０ 破産等（４号） 

そ の 他 医 業 

収 益 

１０ ３５，３５０ 生活保護等（１号） 

４ ６，４８０ 消滅時効完成（２号） 

１６ ５７，３７０ 行方不明等（３号） 

１ ４，８６０ 破産等（４号） 

その他医業外

収 益 
１ ７９，８８０ 行方不明等（３号） 

計 ３１６ １８，３７９，２９８ 
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営業課 
水 道 料 金 

６ ２３，４９２ 生活保護等（１号） 

１７６ ８２７，３４４ 消滅時効完成（２号） 

３７１ １，８１３，１１３ 行方不明等（３号） 

６ ６４，９８５ 破産等（４号） 

計 ５５９ ２，７２８，９３４   

保 健 
給食課 

学 校 給 食 費 

１ １５９，８５５ 生活保護等（１号） 

４ １８，６００ 消滅時効完成（２号） 

２ ４３，５８０ 行方不明等（３号） 

計 ７ ２２２，０３５ 
 

合計 ８９７ ２５，０８８，８１８   

 

２ 債権放棄日 

 令和元年１２月２４日 


